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• カナダは10の州と3つの準州からなる連邦国
家であり、カナダ連邦税制はカナダ全土に適
用される

• カナダの政治体制は、立憲君主制で、英国
王兼カナダ国王を国家元首としており、議会
は庶民院・元老院の二院制である

• 言語：英語・フランス語

• 通貨：カナダ・ドル（CAD）

• 居住法人：カナダ国内で設立された法人

• 居住法人の課税所得の範囲：全世界所
得

• 日本との租税条約：あり

• 日本との社保協定：あり

• 中央政府税務当局の名称：カナダ歳入庁
（ The Canada Revenue Agency；
CRA）

税制概要

固定資産税
通常、各州の市町村レベルで課される。一般的に、該当不動産の年間評価額に対し課税され
る。税率は、不動産の種類、また自治体によって異なる。

雇用保険料
雇用主は、従業員の拠出額（対象となる賃金に対して1.58％（2022年度）。雇用主による
源泉徴収）の1.4倍の金額を拠出する義務がある。このほか、労災保険が州ごとに導入されて
いるが、制度や料率は州により異なる。

社会保険料
カナダ年金制度（Canada Pension Plan；CPP）と称され、従業員の拠出額（賃金に対し
て5.70％（2022年度）。雇用主による源泉徴収）と同額を雇用主も拠出する義務がある。

売上税
（GST）

連邦税（GST）の標準税率は5%であり、州税も合わせた税率は最大で15%となる（州
税の導入およびそのシステム（PST／HST）は州により異なる）。カナダ国内で供給された
物品・サービス、輸入物品などに対して課される。ほとんどの食料品・医薬品等は免税である。
州ごとに独自の売上税を導入しており、税率・システムは夫々異なる。

法人所得税

税率（含むキャピタルゲイン）

連邦税 15%：連邦税の標準税率は38％であるが、カナダ各州内で稼得され
た所得については10％のリベートが適用される。また、各種優遇税制を恩恵を受
けていない場合に、適用税率は15％まで低減できる。
州税 8～16%：一部の州で製造業所得（M&P Income）や受動的所
得に対する特別税率が導入されている。

課税年度 法人の会計年度

申告納付期限
課税年度終了日後6ヵ月以内に申告。税額は原則として、毎月末日までに分
割納付する必要があり、中間納付額が年税額に満たない場合、事業年度終了
後2ヵ月以内に不足分を納付する必要がある。

カナダの税制概要・進出時の留意点

毎月予定納付

2022年12月31日2022年1月1日

6ヵ月以内に
申告

2023年6月30日

事業を展開する際に生じるその他の主な税、社会保険料

2023年2月28日

2ヵ月以
内に不足
分納付

事業年度
（ 12月決算の場合）
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事業課税（事業期間中）（1／2）

カナダ法人税

税率
連邦税 15％
州税 8～16%（2022年度）

課税所得計算

会計上の利益に法人税法上の調整項目を加算・減算調整を行って課税
所得を算定する。なお、事業性所得、資産性（受動的）所得、キャピタル
ゲインの種類別に所得を算定することとなる。

欠損金
（事業損失等）

繰越期限 20年間

控除限度額 制限なし

繰戻し 3年間可能

キャピタル
ゲイン・ロス

• キャピタルゲインの2分の1は事業所得と同様に法人税率で課税される
（一定の慈善団体への贈与により生じたキャピタルゲインの算入率は3

分の1となる）
• キャピタル・ロスは、その2分の1がほかのキャピタル・ゲインの額から控除できる

が、事業所得からは控除できない。キャピタルゲインから控除できなかった部
分の額は、直近3事業年度前までの繰り戻し、または翌事業年度以降に
生じるキャピタルゲインと相殺できる

中間納付

税額は原則として、毎月末日までに分割納付する必要があり、納付すべき
金額は、下記のいずれかの方法による算定される。
①当該事業年度の予定年税額の12分の1

②直前事業年度の年税額の12分の1

③最初の2ヵ月は前々事業年度の年税額の12分の1、3ヵ月目以降は直
前事業年度の年税額の12分の1

法人所得税債務
の時効

原則3年間（非カナダ支配法人の場合4年間。ただし、繰戻還付等一定
の税制を適用した場合は6年、不正または過失があった場合には10年）

連結納税制度 カナダにおいては連結納税制度は導入されていない。

税制改正
例年2～3月に改正されるが、近年はコロナの影響もあり4月上旬に改正さ
れている。

日本

カナダ

収益

カナダ子会社

人件費
• 法人税
• 雇用保険料
• 社会保険料
• GST・PSTまたは

HST

日本親会社

出資

研究開発費

その他費用・資産等

カナダの税制概要・進出時の留意点
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事業課税（事業期間中）（2／2）

法人所得税の計算上注意を要する項目
課税所得の計算方法

一般原則
• 会社の事業目的を達成するためのみに生じた費用は損金算入可能である。損金算入
可能な費用は非資本性の支出である必要がある。そのほか費用は原則商業上認めら
れている限りにおいて損金算入可能だが、カナダ税法上一定のルールは定められている

未払費用

• カナダ子会社が、非居住法人への未払費用を税務上において損金算入したにもかかわらず、
損金算入した課税年度から2課税年度以内に債権者への支払いがなされていない場合に、
過去の損金算入を認めず、課税所得として認識されることとなる（なお、両者の合意の上
支払い済とすることも可能である）

支払配当* • 利子や使用料の支払いとは異なり、損金に算入できない

支払利子
• 支払利子のうち、資本性資産を取得するための債務に係る利子は、資本勘定として計上
され、一定の要件のもと損金算入される

• 通常の事業運営目的の債務に係る利子は、損金算入される

準備金および
引当金

• 一般的な貸倒引当金および偶発債務に係る準備金は、合理的に算定されている限りにお
いて損金算入できる

• ただし、翌年度同額が益金算入されることとなる

固定資産
の償却費

• 会社の事業目的で取得した固定資産に関して、原則として、会計上認識した有形・無
形固定資産の償却費は損金に算入できない

• しかし、別途の法令により税務上の償却費（Capital Cost Allowance）が認められている

有形資産
• 税務上の償却費の算定に要する償却率は、資産の種類に応じて定められてい
る

受取配当
• 内国法人からの配当は、益金不算入となる
• 外国法人からの配当は課税所得とみなされるものの、10％以上保有する外国関連会
社からの配当は通常課税所得からの控除対象となり、結果的に課税はされない

損金不算入
の費用

• 特定の例外を除いて、法人は交際費の50％は損金不算入となる。ただし、従業員の行
事等に関する一定の費用については全額損金算入が認められている

会計上の税引前当期利益

（＋）益金算入項目

（＋）損金不算入項目
例：会計上の減価償却費、
一定の支払利子や交際費

（－）益金不算入項目
例：一定の受取配当金

（－）損金算入項目
税務上の減価償却費など

当期課税所得

（－）税務上の繰越欠損金

課税所得

（×）法人税率

法人税額

（－）源泉税額

（－）中間納付税額

差引法人税額

カナダの税制概要・進出時の留意点

* 非居住法人である親会社に対して、貸付年度末から1年以上経過する長期貸付金・売掛金債権を有する場合、
債権額がみなし配当と取り扱われ、支払配当源泉税の対象となる可能性がある（租税条約の適用は可能）。
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• カナダ居住法人は、「特定非居住者」に対する負債が当該法人の資本の1.5

倍を超える場合、当該超過部分に係る支払利子は損金算入できない（過少
資本税制）

• 過少資本税制における「特定非居住者」とは、カナダ居住法人の株式の25％
以上を単独または他者と共に保有するカナダ非居住者と定義される

• 過少資本税制は、カナダ所在の支店も適用対象となる

• 2021年度税制改正案で提案された過大支払利子税制（the excessive

interest and financing expenses limitation：EIFELルール）の内容は、一
定の企業において損金算入可能な利子の額を“Tax EBITDA（課税所得か
ら税務上損金算入可能な利子・税金・減価償却費等を控除した金額）”の
固定比率以下に制限するというものであった

• 当該議論は2022年度税制改正でも引き続き改正案が議論されている（“ホッ
トトピック”参照）

• 配当、一定の場合の利子およびロイヤリティの外国法人への支払いは通常、源
泉税の対象となる

・ 配当：25％
・ 利子：0％ （独立企業間価格で行われていない場合25％）
・ ロイヤリティ：25%

• 日本への支払等については日加租税条約により下記のとおりとなる（特典制
限条項（LOB）なし）

・ 配当：
5％（25％以上の議決権付株式かつ6ヵ月以上保有の場合）
15％（その他の場合）

・ 利子：
0％（一定の金融機関によって保証された債権等に係る利子）
10％（その他の場合）

・ ロイヤリティ：10%

• 非居住者への支店の利益送金は源泉税の対象となる（原則25%。ただし日
加租税条約の配当の規定を適用し、最低5％まで軽減可能）

事業課税（資金注入、資金還流時）

損金算入?

日本

カナダ
カナダ子会社

資金注入

配当・利子

日本親会社

100%

日本

カナダ

カナダ子会社

配当・利子・
ロイヤリティ

日本親会社

100%

源泉税課税?

カナダの税制概要・進出時の留意点

資金注入した
場合の留意点

利益の送金
および
関連者取引
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• 外国法人がTaxable Canadian Property（TCP）に該当する資産を譲
渡した際には、カナダ国内法により課税対象となる

• カナダ法人株式が株式売却前60ヵ月のいずれかの時点で、次の両方の条
件を満たす場合には、TCPに該当する

・ 株式の25%以上が当該株式を所有する納税者および納税者と時価に
よる取引を行っていない者（関係会社は時価取引を行っていない者とみ
なされる）によって所有されている場合（当該要件は対象株式が上場
会社株式である場合にのみに適用されるため、非上場会社株式の譲渡
については下記の要件のみで判定する。）

・ 株式の時価の50%超が、直接または間接に、カナダにある不動産、森
林、資源資産等で構成されている場合

• カナダ法人株式がTCPに該当する場合、譲渡対価（またはCertificate of

Compliance入手により譲渡益）の25％が源泉税の課税対象となる。なお、
確定申告を通じて、源泉徴収税額と、課税対象となる譲渡益の2分の1に
係る税額との差額は還付請求をすることができる

• 清算法人の株主においては、配当と資本の払い戻しがあったものと整理され、
配当は配当源泉所得税の対象となり、資本の払い戻しは課税対象外とな
る（ただし配当については、租税条約の適用が可能）

日本

カナダ

譲渡益課税?

カナダ子会社

日本親会社

カナダの税制概要・進出時の留意点

撤退時の
キャピタルゲイ
ン（譲渡益）
課税

日本

カナダ

配当課税?

譲渡益課税?

カナダ子会社

日本親会社

残余利益
の分配

清算時の
残余利益
に対する課税

100%

株式譲渡益

事業課税（撤退時）
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居住法人 非居住法人（外国法人）

課税所得の範囲 全世界所得 カナダ国内源泉所得

投
資
先

居
住
法
人

配
当
等

カナダ国内法人から受け取る配当は原則として益金不算入となる。

• 原則25％の源泉税課税

• 日本に対する支払いについては日加租税条約の適用により
5％（25％以上の議決権付株式を有する場合）、15％
（25％未満の議決権付株式を有する場合）

• 非居住者の支店の利益は25％の税率の支店利益税の対象
となる（租税条約の規定による軽減可能性あり）

株
式
等

の
譲
渡

譲渡
利益

2分の1が事業所得と同様に課税される。
TCPに該当する一定のカナダ法人株式等の譲渡から生じるキャピ
タルゲインは、その2分の1が課税対象となる。

譲渡
損失

2分の1は同一の課税年度において生じたキャピタルゲインから控除
される。
控除しきれないキャピタルロスは、直近3事業年度前までの繰り戻し、
または翌事業年度以降に無期限に繰越し、キャピタルゲインと相殺で
きる。

非
居
住
法
人

配
当
等

外国法人からの配当は課税所得とみなされるものの、10％以上保有する
外国関連会社からの配当は通常課税所得からの控除対象となり、結果
的に課税はされない。

株
式
等

の
譲
渡

譲渡
利益

2分の1が事業所得と同様に課税される。

譲渡
損失

2分の1は同一の課税年度において生じたキャピタルゲインから控除
される。
控除しきれないキャピタルロスは、直近3事業年度前までの繰り戻し、
または翌事業年度以降に無期限に繰越し、キャピタルゲインと相殺で
きる。

国外支店の
所得の取扱い

原則、全世界所得課税により同様に課税される。海外にて稼得した所
得に係る外国法人税は外国税額控除の対象となる。

CFC税制
外国被支配関係会社の一定の所得（FAPI*1）を、カナダ株主の持分
割合に応じ、所得に合算される。

納税要件・課税範囲（1／2）
カナダの税制概要・進出時の留意点



9

納税要件・課税範囲（2／2）
カナダの税制概要・進出時の留意点

*1 FAPI：外国被支配関連会社が稼得する一定の受動的所得（FAPI）は、カナダ法人の所得として課税され、これに係る外国税
額は控除対象となる。
ただし、一定の要件を満たす投資事業から稼得する所得はFAPIから除外されるものの、トラッキング契約※に基づき稼得された所得は、
当該除外規定が適用されず、FAPIとしてカナダにて課税される場合がある。

※トラッキング契約：他社と共同で外国関連会社に投資し、その会社を通じた国外投資事業を行うようなケースで、各投資家は当該
外国関係会社が単一の投資事業を行っているとする一方、拠出資産に応じて当該会社を支配し、その資産から得た収益がそれぞれに
帰属するような取り決めがされた契約
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源泉税・雇用にかかる税金・付加価値税・その他の間接税

国内向け払いにかか
る源泉税

配当：原則0％

利子：原則0％

従業員の
雇用にかかる税務等

雇用保険料

連邦政府による失業保険制度。雇用主は、従業員に支払う給与から源泉徴収を行い、雇用主が負担する金額も加算して拠出金を支払う義務がある。雇

用主の負担額は従業員の拠出額（対象となる賃金に対して1.58％（2022年度）。雇用主による源泉徴収）の1.4倍の金額とである。

社会保険料

カナダ年金制度（Canada Pension Plan；CPP）と称される、連邦政府による失業保険制度（ケベック州を除く）。従業員の拠出額（賃金に対して
5.70％（2022年度）。雇用主による源泉徴収）と同額を雇用主も拠出する義務がある。日加社会保険協定に基づき一定の証明書を日本年金機構から
取得することで、カナダでのCPP適用免除、日本の公的年金への継続加入が可能となる。

付加価値税（GST

／PST／HST）

課税取引

課税事業者によってカナダ国内での消費のために供給された物品・

サービスおよび輸入された物品に対して課される。

税率

連邦税の標準税率は5%である。

なお州によっては、独自の売上税を導入している場合（上記5％とは

別に、6～9.975％）のほか、連邦税と合わせた総合売上税を導入

している場合（13～15％）とがある。

食料品、処方薬、農産物、医療機器等は0％税率が適用される。

金融・教育・医療サービス等は非課税とされる。

課税事業者

原則、カナダで課税対象となる物品・サービス提供を行うすべての事業者はGST登

録を行う義務がある。ただし、年間課税売上高がCAD30,000以下の小規模事業

者でも任意でGST登録を行うことができる。

課税期間

年間課税売上高によって課税期間が異なる。

CAD6百万超の事業者：毎月

CAD50万超 CAD6百万下の事業者：四半期ごとまたは毎月

CAD50万以下の事業者：年一回、四半期または毎月

インボイスの有無

インボイスの発行が必要となる。

申告期限および納付期限

各計算期間終了日から原則1月以内。

ただし、年一回の申告となる事業者は課税期間終了後3ヵ月以内。

印紙税 なし

デジタル課税
2024年1月1日にデジタルサービス税の導入が予定されている（2022年1月1日以降で稼得した収益が対象となる）。データ・コンテンツ提供、ソーシャルメディ

ア媒体、オンラインショッピングサイトの提供を国内消費者に行うことによる収益には3％の税率で課税されることとなる。ただし、この適用は全世界でEUR750百

万以上の全世界収益がある企業、かつCAD20百万以上のカナダ居住者に関連収益がある事業者に限定される。

カナダの税制概要・進出時の留意点



11

法人課税にかかる各種優遇税制措置

項目 対象企業 優遇措置内容

研究開発：科学研
究および実験開発
プログラム
（SR&ED）
（section 127 of the Income 

Tax Act）

適格研究開発費を支出した企業

• カナダ国内での研究開発を奨励するための、税務上のインセンティブを提供するプログラ
ム。ほとんどの州（PEI州、ヌナブト準州、ノースウェスト準州以外）にも同様のインセ
ンティブがある（州政府による税額控除が適用できた場合、連邦政府の税額控除は
その分減額される）

• 企業の規模や業種に関係なく申請可能である。税額控除のみならず、場合によっては、
研究開発費用の補助金を受けられるケースもある

• カナダ居住者支配の非上場会社（CCPC）に対しては、CAD300万の適格研究開
発費を上限に、その35%（即ちCAD105万まで）の現金還付可能税額控除を受け
ることができる。CAD300万超の適格研究開発費に対しては、15%相当分の税額控
除を適用できる

• CCPC以外の法人は、適格研究開発費の15%相当分の税額控除を適用できる

CCA投資加速イン
センティブ
（Regulation 1104（4） and  

1100（2）A）

一定の設備投資を行った企業

• 2018年11月21日以降に購入した資産に関して、初年度の減価償却は通常年の
150%相当分までの償却を行うことができる

• 当制度は2024年より段階的に廃止される予定である

カナダの税制概要・進出時の留意点
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企業進出形態の比較

メリット デメリット

子会社
（現地法人）

• 現地法人は、法的には日本の親会社から独立した主体になる
ため、カナダでの事業活動に関して訴訟が提起された場合、訴
訟当事者となるのは現地法人になる。日本の親会社が直接カ
ナダで裁判の当事者とされることは基本的にはない

• 日本の親会社がカナダ税務当局の税務調査の対象となること
は基本的にはなく、カナダにおける税務申告の観点からは現地
法人が当該法人の課税所得のみを申告納税するだけで済む

• 現地法人を設立する際に一定の手続きが必要となる

• 株主総会および取締役会、会計監査など経常的に発生する
一定のランニングコストは不可避

• 税務上、現地法人において生じた欠損金を日本の親会社の
課税所得と相殺不可

支店

• 開業当初に損失が出た場合、日本本社の課税所得と相殺し、
節税効果が期待できる

• 本社経費を合理的な範囲で支店に配賦し、カナダの課税所得
から控除できる

• 子会社よりも設立費用とランニングコストが低い

• 日本本社が、支店の債務について直接責任を負うこととなるた
め、カナダの裁判管轄に服することになる。その結果、提訴され
た場合には本社が被告となる

• 支店の税務調査が本社まで及ぶ可能性があり、本社の帳簿・
証憑書類等の提出を求められることがある

• 税引後利益は日本本社への送金の有無問わず、支店利益税
（標準税率25％）の課税対象となる。

駐在員
事務所

• 駐在員事務所設立にあたっては、政府への申請の必要はなく、
その活動が準備的または補助的活動に限られていることを条件
として、法人所得税の納税対象とはならない

• 基本的には支店と同様に節税効果が期待できる

• カナダでの活動が、情報収集や提供、市場調査などに限られる

• 実際にカナダ国内の活動が準備的または補助的活動の範囲に
とどまっているかどうかの判断は、事業目的、事業規模その他の
事情を総合的に勘案して判定される。租税条約における恒久
的施設（PE）と認定されると、カナダ法人所得税が発生する

出張
ベース

• 法人や事務所の設立がないため、コストと事務手続きを抑えて
進出できる

• カナダ進出の規模は相当程度限定される

• 出張者のカナダでの活動および滞在日数によっては、日本本社
がカナダにおいてPEを有していると認定される可能性がある

カナダの税制概要・進出時の留意点



13

PE課税 - PEの類型

PEの種類
カナダのPE類型は、日本と締結した租税条約においては次のとおり規定されている。

MLI条約の署名：わが国について2019年1月1日、カナダについて2019年12月1日に発効。

支店PE1 建設PE3

①事業の管理の場所
②支店
③事務所
④工場
⑤作業場
⑥鉱山、石油または天然ガスの坑井、
採石場その他天然資源を採取する場所

12ヵ月を超える期間存続する建築工事
現場、建設もしくは据付工事

日本

P社

PE
建築工事現場

外国企業が一定の要件に合致する
従属代理人を要している場合のその
代理人
（常習代理人）

代理人PE2

日本

PE
代理人

P社

日本

カナダ

P社

PE
支店等

（日加租税条約第5条第2項）

カナダの税制概要・進出時の留意点

（日加租税条約第5条第5項） （日加租税条約第5条第3項）

カナダ カナダ
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税務調査および異議申立て・税務訴訟
カナダの税制概要・進出時の留意点

紛争解決手続きおよびプロセス

当局の執行体制
税務当局の名称：The Canada Revenue Agency（CRA）
税務調査官の人数：不明

税務調査の執行上の特徴

CRAはすべての納税者に対して定期的な税務調査を実施している。対
象企業のさまざまな要因を基に選定され、ランダムな抽出による場合ない
し特定の産業・区分に絞った抽出による場合もある。

CRAは税務調査を実施するにあたり各種調査権限を行使するが、税務
調査対象会社がこの権限に従わない場合、CAD1,000～25,000の罰
金ないし1年以下の懲役が科される。

異議申立てから
終結までの
平均的な期間

案件に応じて
異なる

紛争解決手続き

税務調査 （Tax Assessments） に対する不服申立ては、2段階のプ
ロセスで構成される。
① CRAへの異議申し立てには、Assessmentの通知の郵送日後90日
以内に異議告知書の提出が必要である。異議申し立て後Assessment

を再審査し、異議申し立てのあった査定は、取消／変更／確定の何れ
かの処分が行われるか、新しい査Assessmentが発行される
② 変更または確定処分を不服とする場合納税者は、カナダ租税裁判
所（TCC）に上訴が可能である（通知の郵送日後90日以内）。なお、
納税者の異議申し立て（異議告知書の郵送）後90日以内に再評価
手続きを完了しなかった場合、納税者はカナダ租税裁判所に直接上訴
可能となる

異議申し立ての対象となる、各課税年度ごとの連邦税およびペナルティ
（利息を除く）の金額がCAD12,000以下の場合、納税者は簡便な方
法に依る申立手続きを選択できる。当該簡便手続きによると、その後の
上訴は連邦裁判所（FCA）による司法審査（正式な申立手続きによ
る上訴に比し審査範囲が狭い審査）に限定されることとなる。
一般的に、FCAは税務訴訟の最終上訴裁判所となる。カナダ最高裁判
所（SCC）への上訴も可能だが、納税者はまずSCCに問題の審理を
説得する必要があり、原則的には税務訴訟をSCCに上訴する権利はな
い。

Assessment通知
受領後90日以内

税務申告書の提出

税務調査
（Tax assessments）

カナダ租税裁判所
（the Tax Court of Canada）

カナダ連邦裁判所
（the Federal Court of Appeal）

カナダ最高裁判所
（the Supreme Court of Canada）

CRAが再評価し、
取消／更正／確定を行う、または
新しいAssessmentが発行される

CRAに対する異議申立て後90日
以内に処理されない場合

更正または確定処分を不服とする場
合、通知受領後90日以内

CRAに対して
異議の申立て
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ホットトピック（税務調査の論点も含む）（1／2）

カナダの税制概要・進出時の留意点

01
カナダ非居住法人に支払われる役務

提供対価に係る源泉税

論点：カナダ非居住法人によってカナダ国内
で提供された役務提供の対価は、支払い額
に対して15%の源泉税が徴収される。

対応策：租税条約に基づいてカナダで非居
住法人に納税義務がない（すなわち、恒久
的施設がない）とみなされた場合には、カナダ
にて還付申請が可能である。ただし、還付申
請は申告書を通じて行う必要がある（事前
にカナダでのビジネス登録が必要）。

また、要件を満たせば、当該源泉税免除また
は減額の許可を受けることができる。

なお、源泉徴収義務を負う対価の支払側
は、源泉税額や支払先の情報を年次申告
する義務があり（T4N-NR）、当該申告内
容によっては支払先である非居住法人に対し
ても税務調査が入るリスクがある。

02
非居住雇用主認定（Non-Resident Employer Certification）プログ

ラム

論点：個人所得税の規定（Regulation 102）において、「カナダ非居住雇用主から
カナダ非居住従業員に支払われたカナダ国内での就労対価」等は、最終的にカナダで非
課税となる場合であっても、カナダにおける源泉徴収の対象となる。

対応策：非居住雇用主認定（Non-Resident Employer Certification）プログラム
を適用する適格雇用主と適格従業員に関しては、上記就労対価の源泉徴収義務が
免除される。雇用主は、一定の手続きを行い、適格雇用主の申請ができる。このプログ
ラムでは日本からカナダへの短期出張者に対する就労対価を包括的にカバーでき、シン
プルで効率的である。

適格雇用主の条件：
✓ 雇用主はカナダと租税条約のある国の居住者でであること（日本・カナダ間は租税
条約あり）。なお源泉徴収免除が適用されるのは、カナダ税務当局より適格雇用主
として認可された期間のみである

適格従業員の条件：
✓ 租税条約により免税となること
✓ 従業員の出張期間が「短期（暦年の就労期間が45日未満、あるいは、暦年を問
わずいずれかの12ヵ月間のうち、カナダ滞在期間が90日未満）」であること

✓ カナダ就労中の雇用主がカナダ非居住法人（例：日本親会社）であること（カナ
ダ出向者や、カナダ就労中の実務的雇用主がカナダ法人である場合は対象外）
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ホットトピック（税務調査の論点も含む）（2／2）

カナダの税制概要・進出時の留意点

03
財務局による過大支払利子税制の改正案

論点：カナダ過大支払利子税制（EIFELルール）につき、カナダ
財務局が改正案を2022年11月3日に公表した。この改正案は、
一部ケースで適用範囲を狭め、適用開始日を2023年10月1日
以降に始まる事業年度からとしている。

対応策：公表された改正案には制限の緩和策も盛り込まれてい
るものの、依然として多くの法人に影響を与えるものである。EIFEL

ルールの改正内容に基づき、特に最近の金利上昇により、税引き
後キャッシュフローを含む潜在的な影響を検討する必要がある。

また、損金算入可能となる利息費用を最大化するために、改正内
容が適用される前に、既存の内外部からの資金調達方法の変更
等の妥当性を検討すべきである。

04
カナダ課税ベースの浸食を防止することを企図した税制

“Foreign affiliate Dumping”

論点：カナダ国外に所在する親会社に支配されたカナダ居住法
人（CRIC）を通じて外国関連会社に投資する場合、CRIC は、
カナダ国外の親会社に配当を支払うとみなされる可能性があり（カ
ナダ源泉税の課税対象）、また CRIC の 資本金額が減少してい
るとみなされる可能性がある（CRIC がカナダ国外親会社に資本
の払戻として無税での現金還流を制限させることとなる）。

外国関係会社への投資とは、外国関係会社株式の取得、外国
関係会社に対する出資、および一定の貸付取引を指す。
またこれには、間接的な外国関係会社への投資として一定のカナ
ダ法人の株式取得（当該カナダ法人が所有する外国関係会社
株式の時価 の合計が、当該カナダ法人が所有する全資産の時価
合計の 75％を超える場合）も含まれる。

対応策：当該規定には一定の除外規定があることから、条件充
足の検討を詳細に検討する必要がある。
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カナダの移転価格税制の概要、各国特有の事項、ホットトピック
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1. 移転価格税制導入時期 1998年

2.関連者の定義

(a) 個人またはその近親者が、報告企業に対する支配または共同支配を有している場合、報告企業に対して重要な
影響力を有している場合、または報告企業もしくは報告企業の親会社の主要な経営幹部の一員である場合、当
該個人またはその近親者は報告企業と関連している

(b) 以下の条件のいずれかに該当する場合、企業は報告企業と関連している
• 企業と報告企業が同じグループのメンバーである場合（それぞれの親会社、子会社が他の企業と関連している場

合）
• 一方の企業が他方の企業の関連会社またはジョイント・ベンチャーである場合（または、他方の企業がメンバーであ

るグループのメンバーの関連会社またはジョイント・ベンチャーである）
• 両社が同一の第三者のジョイント・ベンチャーである場合
• 一方の企業が第三者のジョイント・ベンチャーであり、他方の企業がその第三者の関連会社である
• 報告企業または報告企業に関連する企業のいずれかの従業員のための退職後給付制度である
• 報告企業自身がそのような制度である場合、スポンサーである雇用主も報告企業の関連者である
• 報告企業が、（a）で特定される人物に支配されている、または共同支配されている。 （a）（1）で識別される

人物が、企業に対して重要な影響力を有しているか、企業（または企業の親会社）の主要な経営幹部の一員で
ある

• 企業または企業が属するグループのメンバーが、報告企業または報告企業の親会社の経営に対し一定の影響力を
有している場合

3.移転価格調査の時効 7年

4.独立企業間価格の
算定方法

カナダ国内法においては、規定していない。ただし、カナダ政府の公表しているガイドラインによると、
TPG 2章を参照している。（OECDサイト参照）

5. APA／MAPの適用可能
性

日本との租税条約の有無
有り

実務上の適用可能性
有り

移転価格税制の概要
カナダの移転価格税制の概要
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ローカルファイル（LF）の概要

1. 作成義務対象者 閾値無

2. 作成期限 法人税申告期限（事業年度終了から6ヵ月後）

3. 提出期限 カナダ当局より提出の要請があった場合90日以内に提出

4. 作成言語 英語ないしフランス語

5. 罰則 移転価格調整額が売上の10%とCAD 500万のいずれか低い額を超えた場合、調整額の10%

マスターファイル（MF）の概要

1. 作成義務対象者 規定なし

2. 作成／提出期限 規定なし

カナダの移転価格税制の概要

LF／MFの概要
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国別報告書の概要（セカンダリーファイリング※の場合のみ）

1. 作成義務対象者 前年度の売上高がEUR 750百万を超える場合

2. 提出期限／作成期限 規定なし

3. 罰則 規定なし

4. 国別報告書に係る通知
書（Notification）の
要否

規定なし

※ セカンダリーファイリングとは最終親会社の所在する国において国別報告書に関する法整備がされていない等の理由により、最終親会社以外の構成会社が当該構成会社の所轄税
務当局に提出することである。

カナダの移転価格税制の概要

国別報告書の概要
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多国籍企業 多国籍企業グループに属しているか

グループの
利益率

多国籍企業グループの利益率が高いか

取引内容 役務提供費用（ロイヤリティ、マネジメントフィー等）、無形資産取引、事業再編に係る取引等

その他 近年収集したデータを用いた分析ツールを活用し、調査対象を特定している。

カナダ当局の
特徴

• カナダ当局は、米国等と比べ、移転価格調査においてより多くの人員を有しており、新型コロナウイルスの
影響による政府支出を補うという面も含め、調査の件数は多くなっている

• カナダ当局はAPAやMAPに対し協力的であり、移転価格における二重課税が発生した場合には相互協
議の申し立てを行うことが推奨される。直近では、相互協議のために納税者が支払う手数料が廃止され、
相互協議に至る期間も短縮されるなど、より相互協議を行いやすい状況になっている（次頁参照）

カナダにおける特有の事項およびホットトピック

最近の移転価格調査におけるトピック

移転価格調査が行われやすい企業・取引の特徴
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CRA TP
監査

CRA 上訴部門

租税裁判所

連邦租税裁判
所上訴部門

カナダ

最高裁判所

カナダ所轄当局

海外の

所轄当局

APA申請

• カナダにおいて、CRA（Canada Revenue Agency）の移転価格調
査から二重課税が発生した場合、右図のような2つのプロセスを進むこ
ととなる

• ただし、一般的に国内の租税裁判のみでは二重課税を解消することは
困難であるため、APAを申請し相互協議において二重課税を解消す
ることが推奨される

• カナダ当局は、近年複雑な取引や事業再編等に対しても相互協議に
応じることが多い

• 上記を踏まえ、中小企業であっても税務紛争の解決手段として、APA

を利用するケースが増加している

カナダにおける特有の事項およびホットトピック

相互協議に関するトピック

二重課税事案における相互協議のプロセス
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